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１ 神奈川県地球温暖化対策推進条例（平成21年神奈川県条例第57号）新旧対照表 

改    正 現    行 

目次 目次 

第１章 （略） 第１章 （略） 

第２章 地球温暖化対策に関する施策 第２章 地球温暖化対策に関する施策 

第１節～第９節 （略） 第１節～第９節 （略） 

（削除） 第10節 事業の登録（第49条～第52条） 

第10節 広域的な連携による地球温暖化対

策の推進（第49条・第50条） 

第11節 広域的な連携による地球温暖化対

策の推進（第53条・第54条） 

第３章 雑則（第51条～第56条） 第３章 雑則（第55条～第60条） 

附則 附則 

第１条～第７条 （略） 第１条～第７条 （略） 

（県の施策等の企画等に当たっての配慮） （県の施策等の企画等に当たっての配慮） 

第８条 県は、法第21条第９項に定めるもの

のほか、地球温暖化に影響を及ぼすと認め

られる施策及び事業の企画及び実施に当た

っては、地球温暖化の防止について配慮す

るものとする。 

第８条 県は、法第21条第８項に定めるもの

のほか、地球温暖化に影響を及ぼすと認め

られる施策及び事業の企画及び実施に当た

っては、地球温暖化の防止について配慮す

るものとする。 

第９条・第10条 （略） 第９条・第10条 （略） 

（事業活動温暖化対策計画書等の提出等） （事業活動温暖化対策計画書の提出等） 

第11条 特定大規模事業者は、規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載した計画

書（以下「事業活動温暖化対策計画書」とい

う。）を事業活動温暖化対策指針に基づき作

成し、規則で定める日までに、知事に提出し

なければならない。 

第11条 特定大規模事業者は、規則で定めると

ころにより、次に掲げる事項を記載した計画

書（以下「事業活動温暖化対策計画書」とい

う。）を               作

成し、規則で定める日までに、知事に提出し

なければならない。 

(１) （略） (１) （略）

(２) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の

量の削減に係る事項であって規則で定める

もの 

(２) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の

量  

（削除） (３) 事業活動に伴う温室効果ガスの排出の

量の削減を図るための基本方針に係る事項 

（削除） (４) 温室効果ガスの排出の量の削減の目標及

び当該目標を達成するための措置の内容に

係る事項 

(３)・(４) （略） (５)・(６) （略）

（削除） ２ 前項の規定による事業活動温暖化対策計画

書の作成に当たっては、特定大規模事業者

は、同項第３号から第６号までに掲げる事項

については、事業活動温暖化対策指針に基づ

く検討の結果に基づいて記載しなければなら

ない。 

２ 前項 の規定により事業活動温暖化対策計

画書を提出した特定大規模事業者（以下「計

画書提出特定大規模事業者」という。）は、

３ 第１項の規定により事業活動温暖化対策計

画書を提出した特定大規模事業者（以下「計

画書提出特定大規模事業者」という。）は、
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改    正 現    行 

同項各号に掲げる事項に変更があったとき、

又は当該事業活動温暖化対策計画書に記載さ

れた事業を廃止し、休止し、若しくは再開し

たときは、速やかに、その旨を  

 知事に届け出なければならな

い。ただし、規則で定める軽微な変更につい

ては、この限りでない。 

同項各号に掲げる事項に変更があったとき、

又は当該事業活動温暖化対策計画書に記載さ

れた事業を廃止し、休止し、若しくは再開し

たときは、速やかに、その旨を規則で定める

ところにより知事に届け出なければならな

い。ただし、規則で定める軽微な変更につい

ては、この限りでない。 

３ 特定大規模事業者以外の事業者（以下「中

小規模事業者」という。）は、規則で定める

ところにより、第１項第１号、第２号及び第

４号に掲げる事項を記載した計画書（以下

「中小規模事業者用事業活動温暖化対策計画

書」という。）を事業活動温暖化対策指針に

基づき作成し、規則で定める日までに、知事

に提出することができる。 

（新規） 

４ 第２項の規定は、前項の規定により中小規

模事業者用事業活動温暖化対策計画書を提出

した中小規模事業者（以下「計画書提出中小

規模事業者」という。）について準用する。

この場合において、第２項中「同項各号」と

あるのは「第１項第１号、第２号若しくは第

４号」と、「又は」とあるのは「当該中小規

模事業者用事業活動温暖化対策計画書に係る

計画を中止したとき、又は」と読み替えるも

のとする。 

４ 特定大規模事業者以外の事業者（第13条に

おいて「中小規模事業者等」という。）は、

規則で定めるところにより、事業活動温暖化

対策計画書を作成し、知事に提出することが

できる。 

（削除） ５ 第１項から第３項までの規定は、前項の事

業活動温暖化対策計画書について準用する。

この場合において、第３項中「変更があった

とき」とあるのは、「変更があったとき、当

該事業活動温暖化対策計画書に係る計画を中

止したとき」と読み替えるものとする。 

（削除） ６ 計画書提出特定大規模事業者が、第１項の

規定による提出の後特定大規模事業者に該当

しないこととなった場合における当該提出に

係る事業活動温暖化対策計画書は、第４項の

規定により提出された事業活動温暖化対策計

画書とみなす。 

（事業活動に係る計画書の作成等への協力） （施設、事業所等を設置し、又は管理する事業

者への協力） 

第12条 事業活動温暖化対策計画書又は中小規

模事業者用事業活動温暖化対策計画書（以下

「事業活動に係る計画書」という。）を提出

する事業者が設置し、又は管理する施設、事

業所等の一部を使用して事業活動を行う事業

第12条 事業活動温暖化対策計画書 

 を提出

する事業者が設置し、又は管理する施設、事

業所等の一部を使用して事業活動を行う事業

2



改    正 現    行 

者は、その使用に係る施設、事業所等を設置

し、又は管理する事業者による事業活動に係

る計画書の  作成に協力するよう努めると

ともに、当該事業活動に係る計画書に  基

づく地球温暖化対策の推進について協力する

よう努めなければならない。 

者は、その使用に係る施設、事業所等を設置

し、又は管理する事業者による事業活動温暖

化対策計画書の作成に協力するよう努めると

ともに、当該事業活動温暖化対策計画書に基

づく地球温暖化対策の推進について協力する

よう努めなければならない。 

（中小規模事業者に対する支援等） （中小規模事業者等に対する支援） 

第13条 県は、中小規模事業者 による地球温

暖化対策を促進するため、中小規模事業者 

に対し、情報の提供、助言その他の必要な支

援を行うよう努めるものとする。 

第13条 県は、中小規模事業者等による地球温

暖化対策を促進するため、中小規模事業者等

に対し、情報の提供、助言その他の必要な支

援を行うよう努めるものとする。 

２ 県は、中小規模事業者による地球温暖化対

策を促進するため、中小規模事業者用事業活

動温暖化対策計画書を提出し、当該中小規模

事業者用事業活動温暖化対策計画書に基づき

優れた地球温暖化対策を行おうとする中小規

模事業者に対する支援その他の必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

２ 県は、事業活動温暖化対策計画書を提出

し、優れた地球温暖化対策を行おうとする中

小規模事業者等に対し、技術的指導その他の

当該事業活動温暖化対策計画書に基づく地球

温暖化対策の推進に関し必要な支援を行うよ

う努めるものとする。 

（実績報告書等の提出） （排出状況報告書の提出） 

第14条 計画書提出特定大規模事業者は、  

                    

     事業活動温暖化対策計画書を提出

した日の属する事業年度の翌事業年度から当

該事業活動温暖化対策計画書に係る計画の期

間                  が

終了する日の属する事業年度の翌事業年度ま

での毎事業年度              

 、当該事業活動温暖化対策計画書に記載さ

れた事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状

況その他の規則で定める事項を記載した報告

書（以下「実績報告書       」とい

う。）を事業活動温暖化対策指針に基づき作

成し、規則で定める日までに、知事に提出し

なければならない。 

第14条 事業活動温暖化対策計画書を提出した

事業者（以下「計画書提出事業者」という。 

）は、当該事業活動温暖化対策計画書を提出

した日の属する事業年度の翌事業年度から当

該事業活動温暖化対策計画書に係る計画の期

間（次条において「計画期間」という。）が

終了する日の属する事業年度      ま

での毎事業年度、規則で定めるところによ

り、当該事業活動温暖化対策計画書に記載さ

れた事業活動に伴う温室効果ガスの排出の状

況            を記載した報告

書（第16条において「排出状況報告書」とい

う。）を               作

成し、規則で定める日までに、知事に提出し

なければならない。 

２ 計画書提出中小規模事業者は、中小規模事

業者用事業活動温暖化対策計画書を提出した

日の属する事業年度の翌事業年度から当該中

小規模事業者用事業活動温暖化対策計画書に

係る計画の期間が終了する日の属する事業年

度の翌事業年度までの毎事業年度、当該中小

規模事業者用事業活動温暖化対策計画書に記

載された事業活動に伴う温室効果ガスの排出

の状況その他の規則で定める事項を記載した

報告書（以下「中小規模事業者用実績報告

（新規） 
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改    正 現    行 

書」という。）を事業活動温暖化対策指針に

基づき作成し、規則で定める日までに、知事

に提出しなければならない。 

３ 前２項の規定は、第11条第２項（同条第４

項において準用する場合を含む。）の規定に

より事業の廃止の届出を行った場合その他の

規則で定める場合については、適用しない。 

（新規） 

 （結果報告書の提出） 

（削除） 第15条 計画書提出事業者は、計画期間が終了

する日又は第11条第３項（同条第５項におい

て準用する場合を含む。）の規定による届出

（事業活動温暖化対策計画書に記載された事

業の廃止（同項において準用する場合にあっ

ては、当該廃止及び計画の中止）に係るもの

に限る。）をした日から規則で定める日まで

に、計画期間中の事業活動に伴う温室効果ガ

スの排出の状況及び事業活動温暖化対策計画

書に基づいて実施した地球温暖化対策の実施

の結果を記載した報告書（次条において「結

果報告書」という。）を作成し、規則で定め

るところにより、知事に提出しなければなら

ない。 

（事業活動温暖化対策計画書等の概要の公表） （事業活動温暖化対策計画書等の概要の公表） 

第15条 知事は、事業活動に係る計画書及び実

績報告書又は中小規模事業者用実績報告書が

提出されたときは、インターネットの利用そ

の他の方法により、遅滞なく、当該提出に係

る計画書提出特定大規模事業者又は計画書提

出中小規模事業者（以下「計画書提出事業者 

」という。）の氏名又は名称その他の規則で

定める事項を公表するものとする。 

第16条 知事は、事業活動温暖化対策計画書、

排出状況報告書及び結果報告書     が

提出されたときは、インターネットの利用そ

の他の方法により、遅滞なく、当該提出に係

る計画書提出事業者            

                     

      の氏名又は名称その他の規則で

定める事項を公表するものとする。 

（実績報告書等の評価及びその公表）  

第16条 知事は、実績報告書の提出があったと

きは、規則で定めるところにより、事業活動

温暖化対策指針に基づき、当該計画書提出特

定大規模事業者の実績等について評価を行う

ものとする。 

（新規） 

２ 計画書提出中小規模事業者は、中小規模事

業者用実績報告書を提出した場合は、前項の

規定による評価に準ずる評価を行うことを知

事に求めることができる。 

 

３ 知事は、前項の規定により評価を行うこと

を求められたときは、規則で定めるところに

より、事業活動温暖化対策指針に基づき、当

 

4



改    正 現    行 

該計画書提出中小規模事業者の実績等につい

て評価を行うものとする。 

４ 知事は、第１項又は前項の規定により評価

を行ったときは、規則で定めるところによ

り、当該評価に係る計画書提出事業者に対

し、当該評価の結果を通知するものとする。 

 

５ 知事は、第１項又は第３項の規定により評

価を行ったときは、規則で定める場合を除

き、インターネットの利用その他の方法によ

り、遅滞なく、当該評価の結果を公表するも

のとする。 

 

６ 知事は、前項の規定により公表しようとす

るときは、あらかじめ第１項又は第３項の規

定により評価を行った計画書提出事業者に意

見を述べる機会を与えるものとする。 

 

（指導、助言等） （指導、助言及び改善の求め） 

第17条 知事は、計画書提出事業者     

に対し、その提出した事業活動に係る計画書 

  の内容及び当該事業活動に係る計画書  

 に基づく地球温暖化対策の推進に関する事

項について、必要な指導及び助言並びに前条

第１項又は第３項の規定による評価の結果に

応じた情報の提供その他の必要な支援を行う

ことができる。 

第17条 知事は、計画書提出特定大規模事業者

に対し、その提出した事業活動温暖化対策計

画書の内容及び当該事業活動温暖化対策計画

書に基づく地球温暖化対策の推進に関する事

項について、必要な指導及び助言      

                     

                 を行う

ことができる。 

２ 知事は、前項の規定による指導及び助言を

行うため必要な範囲において、計画書提出事

業者に対し、資料の提出を求めることができ

る。 

２ 知事は、第11条第１項の規定により提出さ

れた事業活動温暖化対策計画書の内容が、事

業活動温暖化対策指針に照らして著しく不十

分であると認めるときは、当該提出に係る計

画書提出特定大規模事業者に対し、規則で定

めるところにより、その提出した事業活動温

暖化対策計画書の内容の改善を求めることが

できる。 

３ 知事は、第１項の規定による指導及び助言

を行うため必要な範囲において、計画書提出

事業者が設置し、又は管理している事業所、

事務所その他これらに類する場所（以下この

項において「計画書提出事業者に係る事業所

等」という。）において実地に調査を行う必

要があるときは、当該計画書提出事業者に係

る事業所等へその命じた者又は委任した者が

立ち入ることについて、当該計画書提出事業

者に協力を求めることができる。 

３ 知事は、第１項の規定による指導及び助言

並びに前項の規定による改善の求めを行うた

め必要な範囲において、計画書提出特定大規

模事業者に対し、資料の提出を求めることが

できる。 

４ 前項に規定する調査を行う者は、その身分

を示す証明書を携帯し、関係人の請求があっ

（新規） 
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た場合は、これを提示しなければならない。 

第18条～第48条 （略） 第18条～第48条 （略） 

（削除） 第10節 事業の登録 

 （他の者の温室効果ガスの排出の量の削減に貢

献する事業の登録） 

 第49条 事業者は、他の者の温室効果ガスの排

出の量の削減に貢献する事業であって規則で

定めるものに関し、次に掲げる事項（以下

「登録事項」という。）について、知事の登

録を受けることができる。 

 (１) 登録に係る事業の名称 

 (２) 登録に係る事業の概要 

 (３) その他規則で定める事項 

 ２ 前項の登録（以下「事業の登録」とい

う。）を受けようとする事業者は、規則で定

めるところにより、知事に申請しなければな

らない。 

 ３ 知事は、前項の規定による申請があったと

きは、登録事項を規則で定める登録簿に登録

するものとする。ただし、当該申請に係る事

項が虚偽である場合その他の規則で定める場

合は、事業の登録を拒むことができる。 

 ４ 知事は、インターネットの利用その他の方

法により、前項の登録簿その他規則で定める

ものを公表するものとする。 

 （変更の申請） 

 第50条 事業の登録を受けた事業者（以下「登

録事業者」という。）は、前条第１項第２号

に掲げる登録事項を変更しようとするとき

は、規則で定めるところにより、登録事項の

変更を知事に申請しなければならない。 

 ２ 前条第３項の規定は、前項の規定による申

請について準用する。この場合において、同

条第３項中「前項」とあるのは「第50条第１

項」と、「登録事項を規則で定める登録簿に

登録するものとする」とあるのは「当該申請

に係る登録事項の変更を行うものとする」

と、「事業の登録」とあるのは「当該変更」

と読み替えるものとする。 

 （変更又は廃止の届出） 

 第51条 登録事業者は、登録事項（第49条第１

項第２号に掲げる登録事項を除く。）に変更

があったとき、又は事業の登録に係る事業を

廃止したときは、遅滞なく、当該変更に係る
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改    正 現    行 

事項又は事業を廃止した旨を知事に届け出な

ければならない。 

 ２ 知事は、前項の規定による届出があったと

きは、事業の登録を変更し、又は抹消するも

のとする。 

 （事業の登録の抹消） 

 第52条 知事は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、事業の登録を抹消することができ

る。 

 (１) 事業の登録に係る事業を廃止したこと

が明らかになった場合で、前条第１項の規

定による届出がないとき。 

 (２) 事業の登録に係る事業に関し法令又は

条例に違反したとき。 

 (３) 事業の登録の内容と異なる事業を行っ

ていることが明らかになった場合で、事業

の登録を抹消する必要があると認めると

き。 

第10節 （略） 第11節 （略） 

第49条・第50条 （略） 第53条・第54条 （略） 

（勧告） （勧告） 

第51条 知事は、次の各号のいずれかに該当す

る者に対し、期限を定めて、必要な措置を講

ずるよう勧告することができる。 

第55条 知事は、次の各号のいずれかに該当す

る者に対し、期限を定めて、必要な措置を講

ずるよう勧告することができる。 

(１) 第11条第１項、第14条第１項若しくは

第２項、第19条第１項又は第34条第１項の

規定による提出をせず、又は虚偽の提出を

した者 

(１) 第11条第１項、第14条、第15条    

   、第19条第１項又は第34条第１項の

規定による提出をせず、又は虚偽の提出を

した者 

(２) 第11条第２項（同条第４項において準

用する場合を含む。）、第20条第１項、第

21条、第22条、第26条第１項（同条第２項

において準用する場合を含む。）、第27条

第１項、第29条第２項（同条第３項におい

て準用する場合を含む。）又は第35条から

第37条までの規定による届出をせず、又は

虚偽の届出をした者 

(２) 第11条第３項（同条第５項において準

用する場合を含む。）、第20条第１項、第

21条、第22条、第26条第１項（同条第２項

において準用する場合を含む。）、第27条

第１項、第29条第２項（同条第３項におい

て準用する場合を含む。）又は第35条から

第37条までの規定による届出をせず、又は

虚偽の届出をした者 

(３) 第11条第３項の規定による中小規模事

業者用事業活動温暖化対策計画書又は第19

条第３項の規定による建築物温暖化対策計

画書に虚偽の記載をして提出した者 

(３) 第11条第４項の規定による事業活動温

暖化対策計画書        又は第19

条第３項の規定による建築物温暖化対策計

画書に虚偽の記載をして提出した者 

(４)・(５) （略） (４)・(５) （略） 

第52条・第53条 （略） 第56条・第57条 （略） 

（神奈川県地球温暖化対策計画書審査会）  

第54条 知事は、次に掲げる場合には、神奈川 （新規） 
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改    正 現    行 

県地球温暖化対策計画書審査会（次項におい

て「審査会」という。）の意見を聴かなけれ

ばならない。 

(１) 第16条第１項又は第３項の規定により

評価を行おうとするとき。 

(２) 前号に掲げる場合のほか、この条例

（第２章第２節から第４節までに限る。）

の施行に関する重要事項を決定しようとす

るとき。 

２ 知事は、次に掲げる場合には、審査会の意

見を聴くことができる。 

(１) 事業活動温暖化対策指針、建築物温暖

化対策指針又は特定開発事業温暖化対策指

針を変更しようとするとき。 

(２) 第17条第１項、第31条第１項又は第39

条第１項の規定により指導、助言等を行お

うとするとき。 

(３) 第39条第２項の規定により改善を求め

ようとするとき。 

(４) 前３号に掲げる場合のほか、この条例

（第２章第２節から第４節までに限る。）

の施行に関する事項（前項第２号に掲げる

事項を除く。）を決定しようとするとき。 

（神奈川県地球温暖化対策計画書審査会） 

（削除） 第58条 知事は、第17条第２項又は第39条第２

項の規定により改善を求めようとするとき

は、神奈川県地球温暖化対策計画書審査会の

意見を聴かなければならない。 

第55条・第56条 （略） 第59条・第60条 （略） 
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新旧対照表 

２ 神奈川県生活環境の保全等に関する条例 

新 旧 

目次 目次 

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略） 

第５章 事業所における環境負荷の低減等 第５章 事業所における環境負荷の低減等 

第１節 （略） 第１節 （略） 

 第２節 化学物質の適正な管理（第39条～第42条

の４） 

 第２節 化学物質の適正な管理（第39条～第42条

の３） 

第３節～第５節 （略） 第３節～第５節 （略） 

第６章～第14章 （略） 第６章～第14章 （略） 

附則 附則 

（第一種指定化学物質の取扱量等の報告） （化学物質管理目標の作成等） 

第42条 事業者のうち、特定化学物質の環境への排

出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

第２条第５項に規定する第一種指定化学物質等取

扱事業者（第42条の４第１項において「第一種指

定化学物質等取扱事業者」という。）に該当する

者は、同法第５条第２項の規定に基づく届出の際

に、規則で定めるところにより、当該届出に係る

第一種指定化学物質（同法第２条第２項に規定す

る第一種指定化学物質をいう。以下この条及び第

42条の４第１項において同じ。）の取扱量その他

の規則で定める事項を知事に報告しなければなら

ない。 

第42条 事業者のうち、特定化学物質の環境への排

出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律

第２条第５項に規定する第一種指定化学物質等取

扱事業者に該当する者は、同法第５条第２項の規

定に基づく届出の際に、規則で定めるところによ

り、当該届出に係る第一種指定化学物質（同法第

２条第２項に規定する第一種指定化学物質をい

う。以下この項において同じ。）の管理に関する

目標（以下「化学物質管理目標」という。）を作

成し、当該化学物質管理目標及び当該届出に係る

第一種指定化学物質の取扱量その他の規則で定め

る事項を知事に報告しなければならない。 

（削除） ２ 前項の規定により化学物質管理目標を作成した

事業者は、当該化学物質管理目標の達成の状況に

ついて、規則で定めるところにより、知事に報告

しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定により報告された事項を、

規則で定めるところにより取りまとめ、その結果

を公表するものとする。 

３ 知事は、前２項の規定により報告された事項を、

規則で定めるところにより取りまとめ、その結果

を公表するものとする。 

３ 第１項の規定により第一種指定化学物質の取扱

量等を報告した事業者は、県民に対し、当該報告

に係る情報を提供するよう努めなければならな

い。 

４ 第１項の規定により化学物質管理目標を作成し

た事業者は、県民に対し、当該化学物質管理目標

及び当該化学物質管理目標の達成の状況に関する

情報を提供するよう努めなければならない。 

４ 知事は、前項の規定により事業者が第一種指定

化学物質の取扱量等の報告に係る情報を県民に提

供するに当たり、助言その他の支援を行うものと

する。 

５ 知事は、前項の規定により化学物質管理目標を

作成した事業者が当該化学物質管理目標及び当該

化学物質管理目標の達成の状況に関する情報を県

民に提供するに当たり、助言その他の支援を行う

ものとする。 

（化学物質の自主的な管理の状況の報告） 

第42条の３ 指定事業所の設置者（当該指定事業所

が、第18条第１項の規定により認定された環境管

理事業所又は第18条の２第１項の規定により認定

された優良環境管理事業所である場合を除く。）

は、規則で定める期間ごとに、次に掲げる事項を

知事に報告しなければならない。ただし、初回の

報告を除き、当該期間中に排煙指定物質若しくは

（化学物質の自主的な管理の状況の報告） 

第42条の３ 指定事業所の設置者（当該指定事業所

が、第18条第１項の規定により認定された環境管

理事業所又は第18条の２第１項の規定により認定

された優良環境管理事業所である場合を除く。）

は、規則で定める期間ごとに、次に掲げる事項を

知事に報告しなければならない。 
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排水指定物質の排出、特定有害物質の製造、使用、

処理若しくは保管又は第５号に規定する炭化水素

系特定物質の発生がない場合は、この限りでない。 

 (１)～(６) （略）  (１)～(６) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（化学物質管理計画書の作成及び提出） （新規） 

第42条の４ 第一種指定化学物質等取扱事業者その

他の規則で定める者は、第一種指定化学物質の漏

えい等を防止するため、事業所ごとに、当該第一

種指定化学物質を適正に管理するための措置を定

め、当該措置を記載した書類（以下この条におい

て「化学物質管理計画書」という。）を作成し、

当該化学物質管理計画書の内容を誠実に実施しな

ければならない 。 

２ 前項の規定により化学物質管理計画書を作成し

た事業者は、規則で定めるところにより、当該化

学物質管理計画書を知事に提出しなければならな

い。化学物質管理計画書に記載した内容を変更し

たときも、同様とする。 

３ 知事は、前項の規定による化学物質管理計画書

の提出があったときは、必要に応じ、助言その他

の支援を行うものとする。 

（違反者等への勧告） 

第110条の２ 知事は、第６条、第21条、第22条第２

項（同条第３項において準用する場合を含む。）、

第33条の２、第42条第１項、第42条の３第１項、

第42条の４第１項若しくは第２項、第51条から第

52条の６まで、第58条の３、第59条第１項若しく

は同条第２項若しくは第３項（第63条の２第２項

において準用する場合を含む。）、第60条第１項、

第２項若しくは第４項から第６項まで、第60条の

２、第62条若しくは第62条の２（第63条の３にお

いて準用する場合を含む。）又は第63条の２第１

項、第77条、第78条第２項若しくは第３項、第85

条第２項、第88条第２項若しくは第３項、第94条、

第95条第２項、第96条の８、第99条第１項から第

３項まで、第100条若しくは第101条の規定（次条

において「第６条等の規定」という。）に違反し

ている者又はそのおそれがある者に対し、必要な

措置を講ずべきことを勧告することができる。 

（違反者等への勧告） 

第110条の２ 知事は、第６条、第21条、第22条第２

項（同条第３項において準用する場合を含む。）、

第33条の２、第42条第１項若しくは第２項、第42

条の３第１項、第51条から第52条の６まで、第58

条の３、第59条第１項若しくは同条第２項若しく

は第３項（第63条の２第２項において準用する場

合を含む。）、第60条第１項、第２項若しくは第

４項から第６項まで、第60条の２、第62条若しく

は第62条の２（第63条の３において準用する場合

を含む。）又は第63条の２第１項、第77条、第78

条第２項若しくは第３項、第85条第２項、第88条

第２項若しくは第３項、第94条、第95条第２項、

第96条の８、第99条第１項から第３項まで、第100

条若しくは第101条の規定（次条において「第６条

等の規定」という。）に違反している者又はその

おそれがある者に対し、必要な措置を講ずべきこ

とを勧告することができる。 

２ （略） ２ （略） 
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